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　　　　　　　匹言言呈回言

すでに昨年10月から介護施設の良費・居住費全額自

己負担などの大改悪。

　　　　　　　　　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜　　㎜㎜㎜　　　　　　　三言言弓手腸

高齢者の窓□（自己）負担増2割、３割へ

季６９歳までは、すでに３割負担。
-

¬'iﾐ1rl　_･割

　　　３歳　　　　　　　　フ○歳

高齢者の食費全額自己負担1ヵ月約3万円強のアップ

言２万４,０００円(現行)→５万６,０００円に引上げ。

　(材料費･調理コスト４６,０００円十高熱費１０,０００円)

言現在の－ケ月６万４,０００円から１割負担の場合で

　９６,０００円に。

　70歳以上の長期入院の食住費が自己負担に

　ﾓﾃﾞﾙｹｰｽでの長期入院の食住費負担

　(９ご晶当氏L呂呂呂1
7ﾐi一二

i一　湊

　弓S　　　　　　　　　　　　j.II
　　　　　〈06年10月メド〉

相部屋での入院

薦者(住民税課税者)の負担。

※印平成18年10月　からは「療養病床」に入院するフ○歳以上の

　者｡20年度からは65歳以上の者が対象となる。

　　　　　　　］　　　　　　　　　|=　尚尚現役並み所得j3割≒≒

(2昌雲度)瑠1靉皐{四に⊇i4J44⊇ぷよｿﾞ　ｊ国の責任を大きく後退させる

　　　　　　　　　　　　　　　2害L　　‾1害l　　　①75歳以上の高齢者が加入する、新たな高齢者医療

　　　　　　　小学生　　　　　　　　ﾌ○歳　75歳　　　　　　　制度は市町村の広域連合が担う。

★70歳以上の現役並み所得者の3割負担は06年10月実施

★６５～７４歳の一般の２割負担は08年度実施

★現役並み所得者とは、夫婦世帯収入約６２０万円以

　上、単身世帯同４８５万円以上（08年度からは夫婦

　約５２０万円以上、単身約３８０万円以上に）

高額医療費の負担限度額引上げ

フ万２,３００円(十控除分を除く医上療費の１％)から、８

万１,０００円(同)に引上げ。

※人工透析を受けている患者(月収５３万円以上)の場合の自己負担限

　度額を月１万円から2万円に引上げる。

言言甘言拍(三言言士っ万汗ﾚｹ号言⊆て百言一つ憐言①言⊃

　　　　　　　　　　現行　見直し後　増減

65歳(一般)　　　　ﾌ.3　　8.0　　十〇.8

70歳(一般)　　　　1,2　　2,5　　十1.3

75歳(現役並所得者)　4.0　　6.7　　十2.6(単位、万円)

2006年春闘パンフ

②政管健保は、国の運営から都道府県単位の公法人へ。

③医療費の抑制競争を都道府県単位に行わせる。

無謀な､診療報酬の大幅引き下げ　本体部分1.36%の引き下げ

　診療報酬引き下げで、医療水準の低下や、看護師な

どの人員体制、賃金など経営優先の「合理化」攻撃が

強まりそう。「安全・安心」の医療へ大幅な引き上げ

こそ必要です。

心 占 　 　 ♂ ♂ 　 　 ? ♂ ? ? 占 ゝ 占 % %

　　　　　年収500万円4人家族
勤労世帯i増税42万円

　政府税制調査会(首相の諮問機関)は6月

121日ヽサラリーマン増税を柱とする個人

1･所得税に関する報告を公表しました。

日本医療労働組合連合会
ｅ



．　　　　　　　　　　　　　　-こ-　＿－　　

●

ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　

＿　　　　　__゛‾‾'゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に‘．－｀．＿　り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･●

医療制度｢改革｣阻止は
今春が勝負

り国民･患者本位の医療へ政策転換を

　小泉内閣は、医療制度「改革」と称して、今国会に

医療制度「改革」関連法案を提出、高齢者をねらい打

ちした大幅な負担増を行おうとしています。また、国

民医療に対する国の責任を後退させ、自治体に責任を

転嫁しようとしています。

　そればかりか、４月から医療機関の診療報酬（患者の

治療や使用した薬に対して、国が責任をもって病院な

どに支払うお金）を引き下げようとしています。

　小泉内閣の医療改革は、患者・国民の負担を増やし

て、給付も削減する、まさに医療改悪です。このまま

では医療の荒廃が必至です。患者・国民本位の医療政

策へ国の舵取りを大きく変えなくてはなりません。

１

06年医療制度「改革」に対する

　　　　　私たちの見解

高齢者の自己負担や保険料の拡大による高齢者医
一一^A゛1ヽ4⌒台･四万はなく、国が主体となり、貴

と療

され

　ること。

3.診療報酬の包括化やF混合診療jではなく、患者
　の命と安全確保に必要な医療と、それを提供する

　医師、看護師などの人員体制が保障される診療報

　酬体系を確立すること。

4.株式会社の医療経営参入や、F経済効率丿優先の
　一－－゛“-｀‘I田ｇ匹仕なく、地域の医療・福祉ネ医療提供体制再編ではなTゾ医原捉世'沖田ut7,,。、,｡－

ットワークの確立とともに、いつでも、どこでも、

だれもが、F安全・安心jの医療と看護が受けら
　　　　　　　　　　・　１=ﾀﾞ=〃し　れる医療提供体制を確立すること。

5.医療と健康に対する国の責任を明確にし、そのた
　めに必要な財政措置を行うこと。

日本医療労働組合連合会

りみんなで医療守ろう

Ｏ

　国は一般病床を減らし、患者を介護施設や在宅へ回

してベット数を縮小、医療費を削減しつつあります。

　また、国公立･公的医療機関の再編成、成果主義賃

金の導入攻撃などの「合理化」は、地域医療における

公的責任を放棄するだけでなく、医療提供体制と地域

医療の後退をもたらし、地域の経済や雇用にも大きな

影響を与えます。住民とともに、地域を守る運動のい

っそうの強化が私たちに求められています。

　日本医労連は､患者負担ばかり増やし､高齢者に医療

制度の矛盾をしわ寄せする政府の医療制度改悪に反対

するとともに、「安心・安全」の医療・看護をめざし、

切実な看護師等の増員をめざす運動をしています。み

んなで、「患者負担増の医療制度改悪反対」「看護師ふ

やせ」「地域医療を守れ」の運動を強めましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年春闘ﾊﾟﾝﾌ
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